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【主　　文】
１　被告らは、原告に対し、連帯して117万4000円

及びこれに対する平成28年11月29日から支払済み
まで年５分の割合による金員を支払え。

２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は、これを25分し、その24を原告の負

担とし、その余を被告らの負担とする。
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４　この判決は、第１項に限り、仮に執行すること
ができる。

【事案の概要】
　本件は、作曲等の音楽活動を行う原告が、被告讀
賣テレビの放送番組に出演していた被告Ｂにおいて
原告の創作した未発表の楽曲の一部を原告の許諾な
く同番組内で再生したことにより、被告らが共同し
て上記楽曲に係る原告の著作権（公衆送信権）及び
著作者人格権（公表権）を侵害したと主張して、被
告らに対し、民法719条（共同不法行為）及び著作
権法（以下「法」という。）114条３項に基づき、損
害賠償金3307万0400円及びこれに対する不法行為後
である平成28年11月29日から支払済みまで民法所定
の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め
る事案である。
１　前提事実（争いのない事実、後掲各証拠及び弁

論の全趣旨により容易に認められる事実）
（１）　当事者

ア　原告は、「ASKA」の芸名で作詞作曲及び歌
手活動等を行う芸術家である（争いなし）。

なお、原告は、平成26年９月、覚せい剤取
締法違反等の罪により執行猶予付きの有罪判
決を受けており、平成28年11月当時、その執
行猶予期間中であった（弁論の全趣旨）。

イ　被告Ｂは、芸能人などの情報を収集してテ
レビやラジオの番組に出演し、論評などを行
う、いわゆる芸能リポーターを業としている

（弁論の全趣旨）。
ウ　被告讀賣テレビは、放送法による基幹放送

事業、放送番組の企画、制作及び販売等を主
な事業内容とする株式会社である（争いなし）。

（２）　原告の著作権及び著作者人格権
原告は、平成27年９月頃、「1964 to 2020東京

Olympic」という題名で、演奏時間が約６分間
の楽曲（以下「本件楽曲」という。）を創作し（甲
６、弁論の全趣旨）、もって本件楽曲につき著
作権（公衆送信権）及び著作者人格権（公表権）
を取得した。

（３）　本件楽曲の再生と放送
ア　原告は、平成27年12月22日、被告Ｂに対し、

本件楽曲の録音データ（以下「本件録音デー
タ」という。）をメールで送信した（弁論の全

趣旨）。
イ　被告讀賣テレビは、平成28年11月28日午後

１時55分から同日午後３時50分まで放送して
いたテレビの生放送番組「情報ライブミヤネ
屋」（以下「本件番組」という。）内において、
同日午後２時22分頃から同日午後３時44分頃
までの間（ただし、うち16分間はコマーシャ
ルが、うち約４分間はニュースがそれぞれ放
送された。）、警視庁が原告に対する覚せい剤
使用の疑いで逮捕状を請求する予定であるこ
とが明らかになったとして、これに関連する
報道をした（乙Ｂ１、弁論の全趣旨）。

ウ　その際、本件番組に芸能リポーターとして
出演していた被告Ｂは、本件録音データの一
部を約１分間にわたって再生した（乙Ｂ１の
52、53頁、弁論の全趣旨）。

エ　なお、原告は、上記ウの時点より前に、本
件楽曲を公衆（特定かつ多数の者を含む。以
下、同様とする。）に提供し、又は提示してお
らず、被告Ｂに対し、本件録音データを再生
して本件楽曲を公表及び公衆送信することに
つき、少なくとも明示の許諾はしていなかっ
た（弁論の全趣旨）。

２　争点
（１）　公衆送信権侵害及び公表権侵害の成否

下記イないしエ及びカは公衆送信権侵害に関
し、下記ア、イ、オ及びカは公表権侵害に関す
る。
ア　本件楽曲は未公表の著作物であったか
イ　公衆送信及び公表につき黙示の許諾があっ

たか
ウ　被告らによる公衆送信行為は法41条所定の

時事の事件の報道のための利用に当たるか
エ　被告らによる公衆送信行為は法32条１項所

定の引用に当たるか
オ　正当業務行為等により公表権侵害の違法性

が阻却されるか
カ　被告Ｂは公衆送信権及び公表権の侵害主体

となるか
（２）　故意・過失の存否
（３）　損害の有無及びその額


